
保護者‧地域の皆様へ

教員の働き⽅の現状

 札幌市では、教員が１ヶ⽉間で勤務時間外
に働く時間を45時間以内とすることを定めて
おります。
 しかし、現状では、約３割の教員が45時間
を超えて勤務しており、その中には80時間を
超えている教員もいます。
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67.8％
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6.2%

教員の⻑時間勤務の状況
（令和７年４⽉）

教員の１⽇の勤務例

例⽉の給与に時間外相当額（５％）が⽀給されているため、どんなに
時間外勤務をしても時間に応じた⼿当は⽀給されません。

教員の働き⽅改⾰の取組を推進してまいります。
⼦どもたちと向き合う時間を確保するために、
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 多様化する社会に対応できる⼦どもを育てるために教員に求められる
業務も増えてきており、仕事を正規の勤務時間に収めることが難しく
なっております。



⽂部科学省
地域‧保護者の皆様へ 【問い合わせ先】学校教育部 教職員課 労務係 

 ℡ 011-211-3855

⼦どもたちと向き合う時間を確保するために
働き⽅改⾰プランで掲げている取組（⼀部抜粋）

保護者連絡アプリの導⼊
➡アプリケーションより⽋席連絡やおたよりのデ
ジタル配信等が可能です。

デジタル採点システムの導⼊
➡記号問題の⾃動採点、成績集計の⾃動化等によ
り、採点精度の向上や迅速な結果返却が可能とな
ります。

部活動ガイドラインの徹底
➡部活動の活動時間や休養⽇等の順守を呼びかけ
ております。

部活動指導員の活⽤
➡⽣徒への専⾨的な指導の実現や教員の負担軽減
のため、外部より指導者を派遣しております。

⾃動応答電話の設定
➡勤務終了時間以降は⾃動応答となります。
（設定時間は学校ごとに異なります。）

学校閉庁⽇の実施
➡教員が休暇を取得しやすいよう、夏季休業‧冬
季休業⽇に学校を完全に閉める⽇を設定します。
（⽇数は学校ごとに異なります。）

 教員の勤務環境改善と質の⾼い教育の実現を⽬指し、「札幌市⽴学校における
働き⽅改⾰プラン〜⼦どもたちの豊かな学びを育むために〜」を策定しました。
 本プランは、教員の時間外勤務の解消や負担軽減を図り、⼦ども⼀⼈⼀⼈に向
き合う時間や授業準備等に集中できる時間を確保する施策です。
 学校‧家庭‧地域がそれぞれの⽴場について、相互理解を図りながら、本プラ
ンに基づき教員の働き⽅改⾰の取組を推進してまいります。

札幌市教育委員会 ⽂部科学省
学校と教師の業務の３分類
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このような取組を進めていき、
⼦ども⼀⼈⼀⼈に向き合う時間や

授業準備等に集中できる時間を確保することで、
質の⾼い教育活動の実現に努めてまいります。

 ⽇頃より学校の教育活動へご協⼒いただきありがとうございます。登下校時の⾒守り等、多くの地域
の皆様の⼒に⽀えられており、⼤変ありがたく思っております。
 今後も、⼦どもたちのより良い教育のために、学校と教育委員会が両輪となり、取組を進めてまいり
ますが、引き続き、保護者や地域の皆様のお⼒添えをお願いできればと思いますので、本プランについ
て、ご理解とご協⼒を賜りますようよろしくお願いいたします。

⼦どもたちのよりよい教育のために
教育⻑説明後の修正
①取組をプランに即したもの、かつ、保護者に「⼦どもの
ためと」伝わるものに修正してみてわ
➡中段の取組内容を修正

②⽬的が伝わるように
➡冒頭でも語っているので、修正不要かと思いつつ、
（⼀応↓以降のオレンジ囲いの⽂章を少し厚み出してみま
した。）

働き⽅改⾰に関するプランを策定しました！（プランはこちら！）


